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夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について 
 

標記については、令和３年５月１１日付け財務省通知によりお知らせしたところですが、通知

中（別添）の別紙１（６）における「夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差

し支えない。」の“保険者判断”について、以下のとおり通知します。 
 
【新規認定時及び人事異動に伴う認定時】 

組合員本人及び配偶者の前年の年間収入がわかる※公的書類等を徴収し、主たる生計維持

者を確認すること。 
この場合、扶養手当の認定において同様の証明書類により確認している場合は、徴収を省略

しても差し支えない。 
 
【要件確認時】 
 ○今年度： 

上記の【新規認定時及び人事異動に伴う認定時】と同様に、対象者全員について公的書類 
等を徴収すること。 

   ただし、令和３年１月以降に令和２年分の公的書類を徴収している場合は不要。 
○令和４年度以降： 

組合員及び配偶者の前年の年間収入額を申告させ、主たる生計維持者の確認をすること。 
ただし、申告の内容により、さらに確認が必要と判断した場合は、あらためて年間収入額

のわかる公的書類等を徴収すること。 
 
 ※公的書類等 とは 

 ①課税証明書（写も可）／住民税決定通知書の所得部分の写し 
②給与収入以外に収入がない者に限り、源泉徴収票（写も可） 
③給与収入以外の収入（事業・不動産・農業・利子・雑所得（年金以外））がある場合には、

確定申告書（総収入のわかる部分）の写し 
④転職等により現在、未来の収入を申告する場合には、給与明細や雇用条件通知書の写し等、

未来の年間収入の算定の元となるもの 
（注１）配偶者が組合員の被扶養者である場合は提出不要 
（注２）比較対象となる年間収入額は、税控除前の額 


